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ご意見の概要 対応等

1 女性 第2章2(1)、第4章1
項目が「女性」となっているが、人権問題は女性に
限らないのではないだろうか。「性別による」のよ
うな表現の方が適切ではないだろうか。

ご指摘のように人権問題は女性に限りませんが、現実
的には男女共同参画やＤＶに係る問題点がありますの
で、人権問題としては、女性として計画に取り上げ、
取り組んでまいります。

2 性的指向、
ジェンダーア
イデンティ
ティ

第2章2(12)※35
ＬＧＢＴＱ＋まで記載すべきではないだろうか。

ご指摘の点については、用語解説、参考統計資料の中
で記載しております(※35）が、ＬＧＢＴＱ＋の順に
記載順を修正しました。

3 人権に関わり
の深い職業に
従事する者に
対する人権教
育

第3章3(7)
３段落目では「～期待します。」、４段落目では
「～要望します。」となっているが、それでは弱い
のではないだろうか。

マスメディア関係者については、正確な情報を提供す
るという公共的使命を担っていることや視聴者の基本
的人権を擁護するための第三者機関を設立しているこ
とから、自主的な取組みを促進すべきものと考えてお
ります。

4 企業に対する
人権啓発

第3章4①
啓発に努めるだけでは弱いのではないだろうか、啓
発だけでなく面接における受験者の人権を必ず侵害
することのないようにする必要があるのではないだ
ろうか。

ご指摘のように、企業における採用選考においては、
本人のもつ適性や能力に基づいた選考が行われるべき
であり、受験者の人権の侵害はあってはならないもの
です。面接における人権侵害を防ぐためには、公正採
用に係る正しい認識が各企業の面接担当者に浸透する
ことが大切であり、県としては、法令による定めを示
しつつ、採用面接における人権に配慮した公正な採用
選考について周知啓発に努めてまいります。
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